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(57)【要約】
　有価品が本物であることを証明するためのシステム、
装置および方法が本明細書で提示される。実施形態では
、発光性物質を含む有価品が本物であることを証明する
システムは、携帯型計算装置と、携帯型計算装置から物
理的、電子的に独立している証明装置とを含む。携帯型
計算装置は、マイクロプロセッサおよびデータ受信機を
含む。証明装置は、携帯型計算装置と電子的に接続する
能力があり、証明装置は、励起光源、光検出器およびデ
ータ送信機を含む。励起光源は、有価品の発光性物質を
励起するために設けられ、光検出器は、励起の後、発光
性物質から放出された放射を検出するために設けられる
。データ送信機は、検出された放射信号または放射信号
から導かれたデータを、電子的に接続されたとき証明装
置から携帯型計算装置のデータ受信機に転送する能力が
ある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光性物質を含む有価品が本物であることを証明するためのシステムであって、
　マイクロプロセッサ、グラフィカルユーザインターフェースおよびデータ受信機を含む
携帯型計算装置と、
　前記携帯型計算装置から物理的、電子的に独立している証明装置と、を備え、前記証明
装置は、前記携帯型計算装置と電子的に接続する能力があり、前記証明装置は、
　　　前記有価品の前記発光性物質を励起するための励起光源、
　　　励起の後、前記発光性物質から放出された放射を検出するための光検出器、および
　　　検出された放射信号または前記放射信号から導かれたデータを、電子的に接続され
たとき前記証明装置から前記携帯型計算装置のデータ受信機に転送する能力があるデータ
送信機を含む、システム。
【請求項２】
　前記証明装置は、前記検出された放射信号をアナログ信号として前記携帯型計算装置に
転送する能力がある、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記データ送信機は、アナログコネクタを含む、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記データ受信機は、前記アナログコネクタを物理的に受け入れる能力があるアナログ
入力ポートを含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記携帯型計算装置は、前記証明装置からの前記アナログ信号をデジタル信号に変換す
るためのアナログデジタル変換器をさらに含む、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記携帯型計算装置は、前記証明装置の前記励起光源からの送信を開始させる能力があ
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記証明装置は、
　前記光検出器と電子的に通信する、前記検出された放射信号または前記放射信号から導
かれたデータを受信するための利得増幅器と、
　前記励起光源および前記光検出器と電気的に連通する電源であって、前記携帯型計算装
置の別個の電源から独立している、電源と、
　前記発光性物質を含む前記有価品の一部分を受け入れる能力がある調査ゾーンと、
をさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記証明装置は、前記携帯型計算装置がない場合、証明アルゴリズムを適用することが
できない、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　有価品の発光性物質を励起するための励起光源と、
　励起の後、前記発光性物質から放出された放射を検出するための光検出器と、
　検出された放射信号または前記放射信号から導かれたデータを、証明装置から携帯型計
算装置のデータ受信機に転送する能力があるデータ送信機と、を備え、
　前記証明装置は、前記携帯型計算装置がない場合、前記有価品が本物であることを証明
するための証明アルゴリズムを適用することができない、証明装置。
【請求項１０】
　有価品が本物であることを証明するための方法であって、
　発光性物質をその上に含む前記有価品を用意するステップと、
　励起光源と、光検出器と、マイクロプロセッサを含む携帯型計算装置とを用意するステ
ップであって、前記携帯型計算装置は、前記光検出器および前記励起光源から物理的、電
子的に独立しており、前記光検出器および前記励起光源と電子的に接続可能であり、かつ
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それらと切断可能である、ステップと、
　前記光検出器と前記携帯型計算装置を電子的に接続するステップと、
　前記有価品上の前記発光性物質を、前記励起光源によって生成された光に晒すステップ
と、
　前記発光性物質から放出された放射を、前記光検出器を使用して検出して、検出された
放射信号を生成するステップと、
　前記光検出器と前記携帯型計算装置を電子的に接続した後、前記検出された放射信号ま
たは前記放射信号から導かれたデータを、前記光検出器から前記マイクロプロセッサに転
送するステップと、
　前記マイクロプロセッサを使用して、前記検出された放射信号から導かれたデータに証
明アルゴリズムを適用するステップとを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本出願は、２０１４年５月１９日出願の米国特許仮出願第６２／０００、２１３
号に基づき優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]技術分野は、一般に、有価品が本物であることを証明するためのシステム、装置
および方法に関する。より詳細には、本発明は、有価品が本物であることを、有価品を容
易に証明するための携帯型コンピュータを使用して証明するためのシステム、装置および
方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]多数の応用分野において、オリジナルの物品の正当性を立証するために、オリジ
ナルの物品をコピー品または偽造品と区別することが必要である。本物であることを証明
する機能（または機構）を含むオリジナルの物品は、多くの方法で正当性を立証すること
ができる。いくつかの方法は、クレジットカード上のホログラム、紙幣上の浮き出された
像または透かし、セキュリティ箔、紙幣内のセキュリティリボン、着色糸または着色繊維
、またはパスポート上の浮き出す、または沈み込む像など、物品上に配置された、または
その中に組み込まれた目に見える（すなわち、明白な）本物であることを証明する機能（
または機構）に関与する。これらは、目で検出することが容易であり、証明のための設備
を必要としなくてもよく、これらの明白な機能（または機構）は、偽造未遂者および／ま
たは偽造者によって容易に識別される。そのため、明白な機能（または機構）に加えて、
隠された（すなわち、目につかない）機能（または機構）をオリジナルの物品中に組み込
むことができる。目につかない機能（または機構）の例は、目に見えない蛍光性繊維、化
学的に感知できる染み、および物品の支持層中に組み込まれる発光顔料または蛍光染料な
どの追跡用添加物を含む。
【０００４】
　[0004]追跡用添加物を用いる、目につかない機能（または機構）による証明は、証明設
備の使用によって非常に確実であるが、証明のために必要な設備のコストが、一般に、通
常の購入者または小企業のオーナにとって高すぎる、および／または利用できない。さら
に、ほとんどの証明設備は、大きくかさばる、および／または容易に携帯できず、多くの
場合その使用が不便なものにされている。携帯型証明設備の製造は、難題である、という
のは、証明設備は、一般に、励起源、光検出器、利得増幅器、アナログデジタル変換器、
マイクロプロセッサおよび他の構成要素など含む、かなりの量のハードウェアを含み、そ
れらの構成要素のすべてをかなり小さいパッケージ中に含むことが困難であるからである
。携帯型証明設備が開発されてきた範囲において、そのような証明設備からの出力は、一
般に、処理能力が限定され（スペースを節約するため）、追加の情報を伝達することが可
能であるユーザインターフェースがないために、合格／不合格表示または証明試験から生
じた数値に限定されている。



(4) JP 2017-516236 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　[0005]したがって、購入者および小企業のオーナが容易に利用でき、広範囲に及ぶ処理
能力をもたらす、有価品が本物であることを証明する携帯型システム、装置および方法を
提供することが望ましい。さらにまた、本発明の他の望ましい特徴および特性は、添付図
面および本発明のこの背景と併せて、本発明の次に続く詳細な記載および添付の請求項か
ら明らかになるはずである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　[0006]有価品が本物であることを証明するためのシステム、装置および方法が、本明細
書で提供される。実施形態では、発光性物質を含む有価品が本物であることを証明するた
めのシステムは、携帯型計算装置と、携帯型計算装置から物理的、電子的に独立している
証明装置とを含む。携帯型計算装置は、マイクロプロセッサ、グラフィカルユーザインタ
ーフェースおよびデータ受信機を含む。証明装置は、携帯型計算装置と電子的に接続する
能力があり、証明装置は、励起光源、光検出器およびデータ送信機を含む。励起光源は、
有価品の発光性物質を励起するために設けられ、光検出器は、励起の後、発光性物質から
放出された放射を検出するために設けられる。データ送信機は、検出された放射信号また
は放射信号から導かれたデータを、電子的に接続されたとき証明装置から携帯型計算装置
のデータ受信機に転送する能力がある。
【０００７】
　[0007]別の実施形態では、証明装置は、励起光源、光検出器およびデータ送信機を含む
。励起光源は、有価品の発光性物質を励起するために設けられ、光検出器は、励起の後、
発光性物質から放出された放射を検出するために設けられる。データ送信機は、検出され
た放射信号または放射信号から導かれたデータを、証明装置から携帯型計算装置のデータ
受信機に転送する能力がある。証明装置は、携帯型計算装置がない場合、有価品が本物で
あることを証明するための証明アルゴリズムを適用することができない。
【０００８】
　[0008]別の実施形態では、有価品が本物であることを証明するための方法は、発光性物
質をその上に含む有価品を用意するステップを含む。励起光源、光検出器および携帯型計
算装置が設けられる。携帯型計算装置は、マイクロプロセッサを含む。携帯型計算装置は
、光検出器および励起光源から物理的、電子的に独立し、携帯型計算装置は、光検出器お
よび励起光源に電子的に接続可能であり、かつそれらと切断可能である。光検出器および
携帯型計算装置は、電子的に接続される。有価品上の発光性物質は、励起光源によって生
成された光に晒される。発光性物質から放出された放射が、光検出器を使用して検出され
て、検出された放射信号が生成される。検出された放射信号または放射信号から導かれた
データが、光検出器と携帯型計算装置が電子的に結合された後、光検出器からマイクロプ
ロセッサに転送される。証明アルゴリズムが、マイクロプロセッサを使用して検出された
放射信号から導かれたデータに適用される。
【０００９】
　[0009]下文に、様々な実施形態を次の図面の図と併せて述べることにし、同様の数字が
、同様の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】[0010]実施形態による、有価品が本物であることを証明するためのシステム中に
含まれる携帯型計算装置および証明装置の透視分解図である。
【図２】[0011]実施形態による、有価品が本物であることを証明するためのシステムの機
能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　[0012]次の詳細な記載は、本来単に例示的なものであり、本発明、または本発明の適用
および使用を限定する意図はない。さらにまた、先の背景で、または次の詳細な記載で提
示されるいずれの理論によっても束縛されないことが意図されている。
【００１２】
　[0013]有価品が本物であることを証明するためのシステム、装置および方法が本明細書
で提示される。システムは、マイクロプロセッサおよびデータ受信機を含む携帯型計算装
置を含み、かつシステムは、励起光源、光検出器およびデータ送信機を含む証明装置をさ
らに含む。証明装置は、有価品の発光性物質を励起し、励起の後、光検出器を使用して発
光性物質から放出された放射を検出し、それによって検出された放射信号を生成すること
によって、有価品を調べる。証明装置のデータ送信機は、検出された放射信号または放射
信号から導かれたデータを携帯型計算装置のデータ受信機に転送する能力がある。「検出
された放射信号」は、本明細書でいうとき、光検出器からの測定値のアナログ信号を含み
、その信号から導かれたデータは、検出された放射信号の変更（たとえば増幅、アナログ
からデジタルへの信号変換など）から生じる任意のデータをいう。携帯型コンピュータ装
置のマイクロプロセッサは、有価品が本物であることを証明するために、他の機能を果た
す中でも特に、証明アルゴリズムを検出された放射信号または放射信号から導かれたデー
タに適用する。証明装置は、携帯型計算装置から物理的、電子的に独立し、携帯型計算装
置に電子的に接続可能であり、かつそれと切断可能であり、それによって有価品の証明が
所望される状況下だけでシステムの組み立てができるようになる。携帯型計算装置は、ス
マートホン、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、スマートウォッチ、
またはマイクロプロセッサを含む、任意の他の電子装置とすることができ、この携帯型計
算装置は、一般に、通常使用の間、人により運ばれる、または人の身に着けられる。それ
ゆえ、システムの証明機能は、携帯型計算装置と証明装置に別れ、証明装置が有価品を調
べて検出された放射信号または放射信号から導かれたデータを携帯型計算装置に提供して
おり、携帯型計算装置がデータを解析して真偽を決定する。この点で、証明装置は、真偽
を決定する目的でデータを実際に解析するプロセッサがなく、それによって証明装置のサ
イズ、コストおよび複雑さが最小にされる。そうなので、コイン、紙幣、カードまたはセ
キュリティ目的のために発光性物質を組み込んだ任意の他のタイプの物品など、有価品が
本物であることを証明することを所望する購入者または企業には、証明装置は、容易に得
ることができ、携帯型計算装置の永久的な作り付けの備品とせずに、必要なときのみ使用
することができ、それによって使いやすさおよび可搬性がもたらされ、さらに、また携帯
型計算装置の処理能力を用いることができる。
【００１３】
　[0014]発光性物質を含み、本明細書で述べるシステム、装置および方法を使用して本物
であることを証明することができる有価品は、特に限定されず、ＩＤカード、運転免許証
、パスポート、身元証明書、紙幣、小切手、公文書、証明書、株券、包装構成要素、クレ
ジットカード、バンクカード、ラベル、シール、コイン、商品券、カジノコイン、メダル
または郵便切手を含むことができる。有価品は、一般に支持層を含み、発光性物質は、表
面に貼り付けられる、または埋め込まれる証明の機能（または機構）中に含めることがで
きる。また、適切な発光性物質は、特に限定されないが、発光性物質が、適切な外部エネ
ルギー源による物質の励起の際の電磁スペクトルの赤外、可視および／または紫外の部分
中で、検出可能な放出を生成する（すなわち比較的高いスペクトルエネルギーの放射を出
力する）ことが可能であるということを条件とする。発光性物質が放射を放出するとき、
放出は、離散的な期間にわたって起こり、それは、測定可能な減衰時定数および信号強度
レベルによって定義することができる。「蛍光団」（または「蛍光性の」）として一般に
述べられる物質は、マイクロ、ナノまたはピコ秒の範囲である非常に短い放出減衰時定数
を示す。逆に、「発光体」として一般に述べられる物質は、数ミリ秒から数分またはそれ
以上（たとえば数時間まで）の範囲である、より長い減衰時定数を示す。蛍光団および発
光体は、両方とも適切な発光性物質であり、それは、本明細書で述べるように、証明にか
けられる有価品中で用いることができる。
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【００１４】
　[0015]ここで、発光性物質を含む有価品が本物であることを証明するためのシステムの
例示の実施形態を、図１および２を参照して述べる。図１を参照すると、システム１０は
、携帯型計算装置１２および証明装置１４を含む。証明装置１４は、携帯型計算装置１２
から物理的、電子的に独立している。「物理的に独立すること」によって、携帯型計算装
置１２と証明装置１４が恒久的には互いに接続されていないが、しかし使用の後、証明装
置１４は、切断できるように、有価品２６の証明のために携帯型計算装置１２に物理的に
接続することができることを意味する。たとえば、図１に示すように、証明装置１４は、
証明装置１４のマイクロホンジャック１６などのコネクタ１６を、携帯型計算装置１２の
マイクロホンポート１８などのポート１８中に挿入することによって、携帯型計算装置１
２に物理的に接続することができる。マイクロホンジャック１６／マイクロホンポート１
８が、さらに詳細に以下で述べるように、アナログ信号を証明装置１４から携帯型計算装
置１２に転送するのに役立つが、データ転送をサポートする物理的接続の他の形態を用い
ることができ、これらに限定されないが、ＵＳＢ／ＵＳＢポート接続、ミニＵＳＢ／ミニ
ＵＳＢポート接続、Ａｐｐｌｅ（登録商標）ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ（登録商標）アダプタ／
ｌｉｇｈｔｎｉｎｇポート接続、Ａｐｐｌｅ（登録商標）３０ピンコネクタ／ドック（ｄ
ｏｃｋ）接続など、デジタル信号の転送をサポートすることを理解されたい。また、他の
実施形態では、図示していないが、証明装置１４は、データ転送をサポートしない接続を
通じて携帯型計算装置１２に物理的に接続することができる、たとえば、証明装置１４と
携帯型計算装置１２の間で無線データ転送を行うことができる実施形態では、接続するこ
とができることを理解されたい。
【００１５】
　[0016]再び図１を参照すると、証明装置１４は、発光性物質を含む有価品２６の一部分
を受け入れる能力がある調査ゾーン２１をさらに含む。実施形態では、図１に示すように
、調査ゾーン２１は、有価品２６の少なくとも一部分を配置することができるスロット２
４を含んでおり、調査ゾーン２１は、有価品２６全体を、または発光性物質を含むその一
部分だけを受け入れる能力を有することができることを理解されたい。調査ゾーン２１は
、以下でさらに詳細に述べるように、証明装置１４による有価品２６の発光性物質の調査
を可能にするように構成することができ、および調査ゾーン２１は、図１に示す構成と異
なる構成を有することができることを理解されたい。たとえば、他の実施形態では、図示
していないが、調査ゾーンは、有価品２６を走査ウインドウのそばを通過させることによ
って、有価品２６の一部分を受け入れる走査ウインドウを含むことができる。
【００１６】
　[0017]図２を参照して、ここで、証明装置１４の追加の特徴を述べる。上記に述べたよ
うに、証明装置１４は、主に有価品２６の調査を実施し、データを生成し、そのデータは
、携帯型計算装置１２によって解析されて、有価品２６の真偽が決定される。この点で、
証明装置１４は、これらに限定されないが、有価品２６の発光性物質を励起するための励
起光源２８および励起の後、発光性物質から放出された放射を検出するための光検出器３
０など、有価品２６の調査をできるようにする構成要素を含む。証明装置１４は、証明装
置１４には望ましい具体的な設計および機能性の考慮事項に依存して、多重の励起光源２
８および多重の光検出器３０を含むことができることを理解されたい。励起光源２８は、
たとえば、１つまたは複数の低出力レーザダイオード、ＬＥＤまたは他の励起源を含むこ
とができる。光検出器３０は、１つまたは複数の電気光学センサ、フォトダイオードまた
は他の検出装置を含むことができる。証明装置１４は、励起光源２８および光検出器３０
と電気的に連通する電源２３をさらに含むことができる。実施形態では、電源２３は、携
帯型計算装置１２の別個の電源（図示せず）と無関係である。たとえば、証明装置１４の
電源２３は、証明装置１４中に保持された交換可能または再充電可能なバッテリ２５から
電力を供給する能力を有することができる。さらに、証明装置１４は、また、励起源ドラ
イバ２７およびドライバトリガ受信機（図示せず）を含むことができる。励起源ドライバ
２７は、励起光源２８に給電する（オン／オフする）ために使用され、以下でさらに詳細
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に述べるように携帯型計算装置１２のマイクロプロセッサ３６によって制御することがで
きる電力回路とすることができる。光源トリガ受信機が、マイクロプロセッサ３６から制
御信号を受信し、制御信号を励起源ドライバ２７に提供する。
【００１７】
　[0018]光検出器３０は、感度が注目のスペクトル帯域内にあり、したがって、そのスペ
クトル帯域内にある放出を検出することができる。たとえば、光検出器３０は、シリコン
検出器、砒化インジウムガリウム（ＩｎＧａＡｓ）検出器（たとえば通信タイプ、拡張Ｉ
ｎＧａＡｓ（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＩｎＧａＡｓ））、硫化鉛検出器、セレン化鉛検出器、
ゲルマニウム検出器、アンチモン化インジウム検出器、砒化インジウム検出器、プラチナ
シリサイド検出器、アンチモン化インジウム検出器、または別のタイプの検出器を含むこ
とができる。実施形態では、多重の光検出器３０を使用することができ、それは、注目の
様々な帯域に対応するチャネル内の放出を検出するように構成することができ、そのよう
な光検出器は、同じまたは異なるタイプあるいはクラスのものとすることができる。
【００１８】
　[0019]実施形態では、発光性物質からの放出をフィルタリングし、その後、その放出を
光検出器３０に供給するために光学フィルタ３２を配置することができ、それゆえ放出帯
域内だけの放出（すなわち全体のスペクトルのサブセット）が、実際、光検出器３０の能
動領域上に衝突する。多重の光学フィルタ３２を用いることができることを理解されたい
。光学フィルタ３２は、たとえば、１つまたは複数のロングパス（ｌｏｎｇ　ｐａｓｓ）
、帯域パス、または他のタイプのフィルタを含むことができ、それらは、注目のスペクト
ル帯域内の光だけを通過させ、かつ他の光すべてを排除する能力がある。
【００１９】
　[0020]光検出器３０は、検出された放射信号、すなわち、光検出器３０の能動領域上に
衝突する放出の強度に比例する電気信号を生成する。より具体的には、検出された放射信
号は、光検出器３０によって生成され、有価品２６の長さ方向の実質的にすべてまたはそ
の一部分に沿って（たとえば物品の入射端部と後端部の間）光検出器３０によって受け取
られた放出の統合された強度を表す信号（たとえば１つまたは複数のアナログ強度値）と
することができる。証明装置１４は、光検出器３０と電子的に通信する、検出された放射
信号を受信するための、およびその信号の振幅を増加させるための利得増幅器３４をさら
に含むことができ、それによって、検出された放射信号から導かれたデータが生成される
。また、電源２３は、利得増幅器３４と電気的に連通することができる。
【００２０】
　[0021]上記で示したように、証明装置１４は、また、携帯型計算装置１２から電子的に
独立している。携帯型計算装置１２は、証明装置１４に、具体的には光検出器３０に、電
子的に接続可能である、かつそれから切断可能である。電子接続を容易にするために、図
２を参照すると、証明装置１４は、検出された放射信号または放射信号から導かれたデー
タを証明装置１４から転送する能力があるデータ送信機２０を含み、携帯型計算装置１２
は、検出された放射信号または放射信号から導かれたデータをデータ送信機２０から受信
する能力があるデータ受信機２２を含む。データ送信機２０は、本明細書で参照するとき
、検出された放射信号または放射信号から導かれたデータを証明装置１４からデータ受信
機２２に伝達する１つまたは複数の要素含む。実施形態では、データ送信機２０および／
またはデータ受信機２２は、信号の送信と受信の両方をする能力があるトランシーバとす
ることができる。実施形態では、証明装置１４および携帯型計算装置１２は、物理的接続
を通じて互いに電子的に接続され、データ送信機２０は、コネクタ１６を含み、データ受
信機２２は、コネクタ１６を受け入れる能力があるポート１８を含む。実施形態では、コ
ネクタ１６は、マイクロホンジャックなど、アナログコネクタであり、データ受信機２２
は、アナログコネクタ１６を物理的に受け入れる能力があるマイクロホンポートなど、ア
ナログ入力ポート１８を含む。あるいは、証明装置１４および携帯型計算装置１２は、Ｗ
ｉＦｉ接続、ブルートゥース（登録商標）接続などを通じてなど、無線電子接続（図示せ
ず）を通じて電子的に接続することができる。この実施形態では、データ送信機２０は、
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検出された放射データを送信するために、無線アンテナ（図示せず）を含むことができる
。
【００２１】
　[0022]実施形態では、証明装置１４は、検出された放射信号または放射信号から導かれ
たデータをアナログ信号として携帯型計算装置１２に転送するする能力がある。具体的に
は、証明は、一般に、アナログデジタル変換器を使用して検出された放射信号がデジタル
信号に変換された後、それから導かれたデータに対して実施される。しかし、アナログデ
ジタル変換器は、サイズ、複雑さおよび／またはコストを証明装置１４に追加する恐れが
ある別の構成要素であるので、かつ携帯型計算装置１２は、一般に、アナログデジタル変
換器３８も含むので、証明装置１４から転送された信号は、アナログの形態であってもよ
い。
【００２２】
　[0023]図２を参照すると、上記で示したように、データ受信機２２に加えて、携帯型計
算装置１２は、証明装置１４からのアナログ信号をデジタル信号に変換するために、アナ
ログデジタル変換器３８をさらに含むことができる。しかし、他の実施形態では、証明装
置１４は、検出された放射信号から導かれたデータをデジタル信号の形態で携帯型計算装
置１２に転送することができることを理解されたい。
【００２３】
　[0024]また、携帯型計算装置１２は、マイクロプロセッサ３６を含む。マイクロプロセ
ッサ３６は、本明細書の目的、証明装置１４のために、携帯型計算装置１２の電子構成要
素すべてを駆動し、同期させて制御するプログラマブルな集積回路である。この点で、携
帯型計算装置１２、より具体的にはマイクロプロセッサ３６は、証明装置１４と携帯型計
算装置１２の接続の際に送信の自動的な開始、または以下でさらに詳細に述べるように、
携帯型計算装置１２のグラフィカルユーザインターフェース４２中にコマンドを入力する
ことによってなど、ユーザが取った行為に応答する放出の制御された開始で、証明装置１
４の励起光源２８からの放射の送信を開始させる能力を有することができる。たとえば、
携帯型計算装置１２は、データ受信機２２から独立していてもよく、またはその一部であ
ってもよいトリガ送信機を含むことができ、トリガ送信機は、励起源ドライバ２７を使用
して励起光源２８からの放出を開始させる制御信号をドライバトリガ受信機に送る。トリ
ガ送信機／ドライバトリガ受信機の構成は、制御信号の生成を携帯型計算装置１２に委託
することによって、証明装置１４についてコストおよびサイズをさらに減少させることが
でき、トリガ送信機／ドライバトリガ受信機の構成は、データ送信機２０がマイクロホン
ジャック１６を含み、データ受信機２２がマイクロホンポート１８を含み、制御信号がマ
イクロホンジャック１６／マイクロホンポート１８の接続を通じて通信されている実施形
態で実現することができる。
【００２４】
　[0025]携帯型計算装置１２は、証明アルゴリズム４０を用いてプログラミングすること
ができ、マイクロプロセッサ３６は、証明アルゴリズム４０を、検出された放射信号から
導かれたデータに適用する能力がある。たとえば、図２に示す本実施形態では、証明アル
ゴリズム４０は、携帯型計算装置１２のアナログデジタル変換器３８によってアナログ信
号から変換されたデジタル信号に適用される。従来の証明アルゴリズムは、有価品２６が
本物であることを証明するために、様々な異なるパラメータまたはその組合せに基づき、
デジタル信号に適用することができる。実施形態では、検出された放射信号は、これらに
限定されないが、減衰時定数および信号強度レベルなど（任意選択で光学フィルタ３２を
通して）、情報を含むことができる。証明アルゴリズム４０を適用したことによって得ら
れた結果に基づき、真偽についての決定を下すために、制御値に対する比較を行うことが
できる。
【００２５】
　[0026]証明アルゴリズム４０は、携帯型計算装置１２中にプログラムが組み込まれる（
たとえばサービスプロバイダからダウンロードすることによって）ソフトウェアアプリケ
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ーションの一部とすることができ、このソフトウェアアプリケーションは、証明アルゴリ
ズム４０を提供する以上に様々な追加の機能を提供している。たとえば、ソフトウェアア
プリケーションは、上記に述べたように、励起光源２８からの送信を開始させる能力を有
することができる。さらに、ソフトウェアアプリケーションは、制御入力を光検出器３０
に送る能力を有することができ、それによって、励起光源２８からの少なくともいくらか
の励起エネルギーを吸収している（直接的に、または間接的に、どちらかで）発光性物質
に応答して有価品２６から生じる放出を検出する試みを光検出器３０にさせる。さらに、
ソフトウェアアプリケーションは、証明装置１４の携帯型計算装置１２への接続の際、携
帯型計算装置１２のグラフィカルユーザインターフェース４２において情報の表示を自動
的に開始させることができる。さらに、ソフトウェアアプリケーションは、携帯型計算装
置１２のグラフィカルユーザインターフェース４２上で証明装置１４のためのセッティン
グおよび証明のフィードバックを表示する能力を有することができる。さらに、ソフトウ
ェアアプリケーションは、アーカイブに保管するために、証明のフィードバックを記憶装
置（図示せず）に送信する能力を有することができる。実施形態では、携帯型計算装置１
２は、データネットワークへの接続がない場合、証明フィードバックを提供する能力を有
することができる、というのは、ソフトウェアアプリケーションを携帯型計算装置１２に
ダウンロードすることができ、次いで携帯型計算装置を独立型の証明ツールとして用いる
ことができるからである。
【００２６】
　[0027]ここで、有価品が本物であることを証明するための方法を図１および２を参照し
て述べる。例示的な方法によれば、図１を参照すると、発光性物質をその上に含む有価品
２６は、有価品２６の証明を実施することを期待して提供される。図２を参照すると、光
検出器３０と携帯型計算装置１２が互いに電子的に接続される。実施形態では、図１を参
照すると、証明装置１４は、証明装置１４のコネクタ１６を携帯型計算装置１２のポート
１８中に挿入し、それによって、光検出器と携帯型計算装置１２を接続することによって
、携帯型計算装置１２に物理的、電子的に接続される。再び図２を参照すると、励起光源
２８による光の放出は、光検出器３０と携帯型計算装置１２を電子的に接続した後、開始
することができ、携帯型計算装置１２のマイクロプロセッサ３６が励起光源２８による光
の放出を開始させるために使用されている。励起光源２８による光の放出は、光検出器３
０と携帯型計算装置１２の間で電子通信が確立されるとすぐ、自動的に行うことができる
。あるいは、ユーザは、携帯型計算装置１２に対してコマンドを実行することによって、
励起光源２８による光放出の開始を促すことができる。
【００２７】
　[0028]有価品２６上の発光性物質は、証明を開始させるために、励起光源によって生成
された光に晒される。図１を参照すると、証明装置１４は、スロット２４を含むことがで
き、有価品２６は、スロット２４中に配置することができ、それによって証明を開始させ
る。しかし、有価品２６は、励起光源からの光に晒すことができるということを条件とし
て、証明装置１４の異なる構成が可能であることを理解されたい。図２を参照すると、発
光性物質から放出された放射が光検出器３０を使用して検出されて、検出された放射信号
が生成される。実施形態では、光検出器３０は、検出された放射信号をアナログ信号とし
て生成する。アナログ信号は、利得増幅器３４によって増幅することができて、検出され
た放射信号から導かれたデータを含む、増幅されたアナログ信号が生成される。次いで、
増幅されたアナログ信号は、コネクタ１６およびポート１８を通じて携帯型計算装置１２
に転送することができる。実施形態では、増幅されたアナログ信号は、携帯型計算装置１
２中でアナログデジタル変換器３８を使用してデジタル信号に変換される。次いで、証明
アルゴリズム４０は、マイクロプロセッサ３６を使用してデジタル信号に適用することが
できる。証明アルゴリズム４０をデジタル信号に適用することによって生成される結果に
基づき、有価品２６の真偽の決定を下すために結果を制御値と比較することによって、真
偽の決定を行うことができる。この決定は、携帯型計算装置１２のグラフィカルユーザイ
ンターフェース４２上に表示することができる、および／またはアーカイブに保管するこ
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とができる。追加のオプションおよびデータ解析は、上記で述べたように、携帯型計算装
置１２の機能（または機構）を使用して可能にすることができる。
【００２８】
　[0029]本発明の少なくとも１つの例示の実施形態を前述の詳細な記載で提示してきたが
、膨大な数の変形が存在することを理解されたい。また、例示の実施形態または複数の例
示の実施形態は、単に例であり、本発明の範囲、適用性または構成を限定する意図は決し
てないことを理解されたい。むしろ、前述の詳細な記載は、当業者に本発明の例示の実施
形態を実施するための都合の良いロードマップを提供することになるはずである。添付の
請求項で述べるような本発明の範囲から逸脱せずに、例示の実施形態で述べた要素の機能
および配列において様々な変更を実施することができることを理解されたい。

【図１】 【図２】
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